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そ
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注1 注2 注3 注4

○ ○ ○

　学校教育法に規定する学校の生徒
　(定時制・夜間・通信・留学生を除く)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ※ ○

定時制・夜間・通信制の学生及び留学生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ※ ○ ○

・60歳以上の公的年金受給者

・公的年金のうち障害を支給事由と
　する年金を受給している者

　上記以外の者
130万円
未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○

注1 認定しようとする者が「子」である場合には不要。
注2 勤労所得者…事業主の給与支払証明書及び雇用契約書（雇用期間及び給与の推計ができる算定基準等の記載のあるもの）

事業・不動産・利子・配当等の所得者…確定申告書及びそれに添付する損益計算書
退職を機に認定を受けようとする者…退職及び失業給付を受けないことを証する書類（失業給付受給の待機中の場合は、受給開始日のわかる「雇用保険受給資格者証」の写し）

注3 認定を受けようとする者と組合員及び組合員以外の扶養義務者が確認できるもの（原則として「改製原戸籍」）とする。
注4 配偶者・子・父母・孫・祖父母・弟・妹以外の、三親等内の親族は、組合員と同居していることが条件となるため、送金の事実があっても認定できない。
注5 配偶者・子・父母・孫・祖父母・弟・妹以外の、三親等内の重度心身障害者の認定の場合は、被扶養者認定申告書のほか、⑤・⑥及び⑧の書類についても提出すること。

※…配偶者・子・父母・孫・祖父母・弟・妹以外の、三親等内の親族の認定の場合に併せて提出を要する書類

○ ○
180万円
未満

○ ○ ○

左
の
ほ
か
必
要
と
認
め
る
書
類

○○ ○

表５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提　出　書　類　一　覧　表　１　（被扶養者の認定に関する提出書類)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　提出書類

　　　区　　　　　分
　　　　 及　　び
　　　認定基準所得額

　　　　　（*所得…所得控除前の収入額）

扶
養
手
当
非
該
当
者

扶養手当該当者　　　　　　注5

130万円
未満

○ ※ ○

‐ 資格・短期　22 ‐


